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陳 情 原 文  ２０１３年１２月２０日に社会保障審議会介護保険部会より「介護保

険制度の見直しに関する意見（以下、意見書）」が示され、「要支援者に対する（中

略）訪問介護・通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り

組みを含めた（中略）地域支援事業の形式に見直すことが必要」と記載されていま

す。 
８月６日に「社会保障制度改革国民会議の報告」が出され、また８月２１日には

「社会保障制度改革推進法第４条に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣

議決定され、社会保障制度の見直しに向けた動きが始まりました。 

介護保険制度では、「地域支援事業の見直しと併せた地域の実情に応じた要支援

者への支援の見直し」をするとして、これまで要支援者に介護予防給付で行ってき

たサービスを介護予防給付から外して地域支援事業で行うとしています。 
しかし、要支援者に対する介護給付が地域支援事業に移行されたら、給付内容が

市町村の裁量になり、人員や運営基準もなくなるために、給付内容で自治体間の格

差がつくことになります。また、介護技術の研修を受けないボランティア等の活用

では、介護の質の低下や利用者の介護度の悪化、事故の危険などが懸念され、訪問

介護サービスや通所介護サービスなどが利用できなくなることも予想されます。 

さらには、現行の訪問介護・通所介護に係る費用を介護給付から地域支援事業に

移行するとしながらも、市町村には総費用額の伸びを低減させることを目標とする

よう求めています。また、事業費単価は現行介護報酬以下の単価となるよう市町村

が決定し、利用料については現行利用者負担を下回らない仕組みを意見書は求めて

います。これでは、市町村は必要なサービスの提供を抑制され、事業所は経営や人

材確保が困難となり、利用者はさらなる負担増で必要なサービスを受けられない事

態が予測されます。 
今後、高齢者が増える中で、安心して必要な介護サービスが受けられるためには、 

要支援者に対して、今までどおり介護保険給付（介護予防給付）で実施することが 
（裏面に続く） 



必要だと考えます。 
そのために、貴議会として、以下のとおり国に対して要望することを陳情いたし

ます。 

 
記 

 
要支援者に対する給付を地域支援事業に移行せず、今までどおり介護予防給付で行

うよう国に要望してください。 


